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１　総会、部会の開催実績

２　農地法第３条に基づく許可事務

件 うち許可 件

日

３　農地転用に関する事務（意見を付して知事への送付）

件

日

４　違反転用への対応

　

違反転用解消のために
実施した活動内容

農業委員会だよりによる周知徹底に加え、利用状況調査の際に状況確認や早期発見に努
め、転用申請及び復旧指導を行った。

実　　　 　 績 違反転用解消面積 0.23 ha

現　　　　　状
管内の農地面積 年度末時点の違反転用面積

2,940 ha 7.84 ha

件

処理期間 標準処理期間 申請書受理から 20 処理期間（平均） 20 日

１年間の処理件数 81 うち許可相当 81 件 うち不許可相当

権限移譲の状況
（当てはまるものに〇）

・農地法第４条第１項の規定に基づく指定市町村に指定

・地方自治法第252条の17の２第１項に基づき市町村長へ事務委任

・地方自治法第180条の２に基づき市町村長から農業委員会へ事務委任

20 日

総会開催日の公表 公表している 申請書締切日の公表 公表している
処理期間

実施状況 標準処理期間 申請書受理から 20 処理期間（平均）

１年間の処理件数 55 55

総会 1 1 1 1 1 1 1 1

専門部会（３部会） 3

1 2 1 1 改選に伴う初会（7月）

8月 9月

Ⅲ　事務の実施状況

都 道 府 県 名 宮崎県

農 業 委 員 会 名 串間市農業委員会

4月 5月 6月 7月 2月 3月 備考（定例開催以外の理由）10月 11月 12月 1月


